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私学法改正と大学の経営・ガバナンス (下) 
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学校教育法では ｢学校の設置者は, その設置す

る学校を管理｣ (学校教育法第 5 条) すると定めら

れており, 設置者である国, 地方公共団体, 及び

学校法人に学校の ｢管理｣ 権を認めているが, こ

の ｢管理｣ control は ｢経営｣ manage と同じでは

ない｡ 一方で ｢学長は, 校務をつかさどり, 所属

職員を統督する｣ (同第58条第 3 項) と定め, また

小・中・高校等でも ｢校長は, 校務をつかさどり, 

所属職員を監督する｣ と定め, 校務＝学校業務を

司る権と所属職員の監督権が学長・校長にあるこ

とを明記している｡ 校務＝学校業務とは, 教学事

項だけでなくそれに関連する学校の業務全般を指

し, ｢司る｣ は manage であるので, 所属職員の人

事権も含めて立案・執行双方を行う経営権を意味

するものと解される｡ よって学校の設置・管理に

関わる学校法人の業務＝法人経営を理事長が総理

する一方で, 学校の業務＝学校経営は学長が統督

し, 法人経営と学校経営との権限・責任の分離を

定めるのが学校教育法の趣旨といえる｡ この原則

は下位法である私学法を改正しても変わらない｡ 

さらに憲法の ｢学問の自由｣ に基づいて ｢大学

には, 重要な事項を審議するため, 教授会を置か

なければならない｣ (同第59条) と定め, 学部教授

会が重要事項の意思決定権をもつことを法定して

いる｡ その結果, その代表者会議であり学長が招

集する学部長会議が学校 (教学) 経営上の重要意

思決定機関となる慣例が形成された｡ それと法人

経営を司る理事会の意思決定とを調和・統合を図

る形で, ピラミッド型の企業組織とは著しく異な

る独特の複合的な意思決定・組織構造が大学では

必要となり, 形成されてきた｡ 

従来の国立大学では法人形態ではなかったので, 

校務を司る学校経営権は設置される国立大学の方

にあり, 設置する側の国は出資権はもつが, 学校

経営権を行使せず, 監督・監視権を行使するにと

どめていた｡ よって学校教育法上の ｢学校を管

理｣ は, 国立大学の場合は監督・監視の意味であ

り, ｢経営｣ の意味はなかった｡ しかし新しい国

立大学法人では, ｢学長は, 学校教育法…に規定

する職務を行うとともに, 国立大学法人を代表し, 

その業務を総理する｣ (同第11条) と定め, 学長が

学校経営の統督と法人経営の総理を一体的に行う

ので, 法人経営権は国立大学を設置する側の国立

大学法人にあり, 校務を司る学校経営権は学長に

ある｡ よって学校教育法上の ｢学校を管理｣ は, 

単に監督・監視ではなく法人経営という意味をもつ｡ 

私学の常務理事会に相当する役員会を設置し 

(同法第11条 2 項), 審議機関として経営協議会 (同

法第20条) と教育研究協議会 (同法第21条) を設

置し, それらの議長をともに学長が兼務するとし

た｡ したがって教学の代表である学長が, 学校経

営権と法人経営権との両者を統括するので, 教学優

先の原理に基づきながら学校経営と法人経営とを一

体的に統合した経営形態を採用したと評価できる｡ 
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私立大学では ｢理事会は, 学校法人の業務を決

し, 理事の職務の執行を監督する｣ (私学法第36

条第 2 項), ｢理事長は, 学校法人を代表し, その業

務を総理する｣ (同法第37条) とし, ｢学校法人の

業務｣ の経営権が理事会にあり, その総理権は理

事長にあると定めている｡ 他方で学校教育法は 

｢校務＝学校業務｣ の経営権や所属職員の人事権

は学長にあると定めている｡ 学校法人の業務＝法

人経営と学校業務＝学校経営は, 法律通りできる

だけ明確に区別されるべきではあるが, 実際には

密接に関連している部分もあるので, 実際の運用

では建学精神に応じて私立大学の場合は多様な経

営形態を文科省は認めている12)｡ 

経営形態の根幹は, 設立時の形態はともあれ, 

基本金の出資形態に最も大きく依存しており, 過

半を財団等の主体が出資する場合は, 学校法人お

よび学校の主たる所有者は財団等の主体であり, 

財団ないしその所有者が理事長や学長の選任権を

持つケースが多い｡ 財団等の主体の出資割合が少

なく, 基本金の過半を授業料収入に依存している

場合は, 学校法人および学校の主たる所有者は授

業料を稼得する教職員であり, 教職員の選挙によ

り理事長や学長を選任するケースが多い｡ もう一

つ重要な分類基準は経営権の在り方であり, 理事

長が法人経営権と学校経営権とを統括して強力な

経営権を掌握する場合と, 学校経営権については

学長に委任する場合とがある｡ そこでこれらの基

準を組み合わせると,  4 つの類型ができるので, 

以下にそれらを検討する｡ 

(1) 財団出資・理事長学長一体型 

第 1 類型は財団出資・理事長学長一体型であり, 

基本金の過半を出資する財団ないしそれに類似す

る主体があり, 学校資産の実質的な所有者である

ので, 設置する側の学校法人理事長が法人経営権

と学校経営権を併せ持つ場合である｡ 理事長自ら

が学長となるケースは理事長・学長一体型となり, 

強力なリーダーシップを発揮しうる｡ 民間企業で

いえば, 所有者が経営者を兼務する ｢オーナー経

営者｣, 嘗ての ｢資本家｣ に該当する古典的な経

営形態といえる｡ また理事長が学長を任命し, 理

事長リーダーシップの下に学長に一定程度の大学

運営権を持たせる理事長・学長分離型もある｡ 民

間企業でいえば, 所有と経営の分離が完全に行わ

れているのではなく, 所有者が経営者を任命し, 

実質的に経営の実権を掌握しているケースに該当

する｡ この類型は, 小規模な同族経営系や宗教系

の私学に見ることができる｡ 特に理事長の出資比

率が大きく, 絶対的な経営権を持つケースは, ワ

ンマン経営となる｡ この類型では教学優先が軽視

されて経営優先となる危険性が高いため, 一部私

学では不祥事が起こっており, 私学法改正の一つ

の直接的契機ともなった｡ 

(2) 財団出資・理事長学長分離型 

第 2 類型は財団出資・理事長学長分離型であり, 

基本金の過半を出資する財団ないしそれに類似す

る主体があり, 学校資産の実質的な所有者である

ので, 設置する側の学校法人理事長は法人経営権

をもつが, 学校経営権は学長に完全に委任する場

合である｡ 学長が学校経営に失敗したり経営不振

の場合には, 理事長は学長を解任する解任権をも

つ｡ 民間企業でいえば, 所有と経営の分離が進み, 

所有者は経営者の選任権および解任権をもつが, 

機能的には経営者が分離した経営形態である｡ ハ

ーバード大学などの米国の有力私立大学はこの類

型に近い｡ 

(3) 授業料依存・理事長学長一体型 

第 3 類型は授業料依存・理事長学長一体型であ

る｡ 基本金の過半は財団ないしそれに類似する主

体ではなく授業料収入から出資されるので, 学校

資産の実質的な所有者は理事長ではなく授業料を

稼得する学校の構成員＝教職員である｡ そのため

共同体的な所有といわれることが多い｡ 理事長な

いし学長として出資しているわけではないので選

任権はなく, 原則として選任権を有する教職員の

選挙により選出する｡ 民主的な選挙により選任さ

れるとはいえ, 理事長と学長が一体となって学校

経営権と法人経営権とを統括するので, 強いリー

ダーシップのもとに大学と学校法人とを一体的に

経営することができる｡ 私学でも非常に大規模化

した慶応, 早稲田, 法政などが, この類型に属す

る｡ 民間企業でいえば, 大規模化により資本金が

膨大となったため, 筆頭株主でも僅か数パーセン

トの所有しかできず, 所有の大衆化・民主化が進
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み, 株主総会において取締役などの役員を過半数

の支持をもって選任するケースに該当する｡ 

(4) 授業料依存・理事長学長分離型 

第 4 類型は授業料依存・理事長学長分離型であ

る｡ 基本金の過半は財団ないしそれに類似する主

体ではなく授業料収入から出資されるので, 学校

資産の実質的な所有者は理事長ではなく授業料を

稼得する学校の構成員＝教職員である｡ 理事長な

いし学長として出資しているわけではないので選

任権はなく, 原則として選任権を有する教職員の

選挙により選出する｡ 実情では学長だけが直接選

挙により選出され, 理事長は教職員や校友の代表か

らなる選考委員会で間接的に選出されることが多い｡ 

学校経営権をもつ学長と法人経営権をもつ理事長と

が分離併存するため, 対立する場合は紛糾が起こり, 

理事長が学校経営権に介入して権力闘争も起こり得

るので, 円滑な意思決定が難しい場合もある｡ 

 

設置者は ｢その学校の経費を負担する｣ 義務を

負う (学校教育法第 5 条) が, 第 3 ・ 4 類型では経

費の多くを賄う基金を出す財団等の主体が存在せ

ず, 法人が負担義務を果たす能力が殆どないので, 

学校 (大学・付属校) が徴収権を持つ授業料等 (学

校教育法第 6 条) で経費の大半を賄い, 法人は財

政的には学校に大半を依存する｡ 学校資産の源泉

も授業料等が大半であるので, その形式的所有者

は法人であるが, 実質的所有者は学校であるとい

える｡ 当然の帰結として第 3 類型では, 学校の長

が法人の長を兼務して, 学校経営権と法人経営権

を一体的に統括する｡ 清成 (2004) によれば, ｢総

長が理事長を兼務すると, 確かに政策決定は速や

かになる可能性はありますが, 経営の才能のない

人がトップになった場合, その結果は惨憺たるも

のになります｣｡ よってこの類型では経営者を非

民主的方法でたらい回しせず, 民主的な選挙によ

って定期的にチェックする必要がある｡ 第 4 類型

では教職員により民主的に選挙された学長が学校

経営権をもつが, 理事長の選出母体である選考委

員会が教職員により民主的に選出されていないと, 

ガバナンスの分裂が起こって, チェック機能が有

効に作用しない危険性がある｡ 

 

現行の学校教育法や私学法のもとでは, 以上の

ようなほぼ 4 類型およびその変種など多様な経営

形態が可能である｡ 私学法改正の目的は, 第 1 類

型に多く見られるような前近代的・専断的・不透

明な私学経営を廃し, 学校の公共性を高め, 管理

組織制度の健全化を図ることにある｡ 一部私学の

理事会による学長候補者選挙廃止と理事会指名に

よる理事長・学長選考委員会方式の導入は, かつ

ての非民主的な制度への復古であり, 集権的独裁

制へ組織復古を目指すアナクロニズムであって, 

私学法改正の目的・立法趣旨に違反する疑いが濃い｡ 

8 . 所有と経営の分離 

株式会社における所有と経営の分離に関する研

究は, バーリ＝ミーンズ (1932) に遡ることがで

きる13)｡ 彼らの指摘によれば, 企業の大規模化に

伴って資本の大衆動員を可能とする近代株式会社

制度の確立により所有と経営は分離し, 所有者と

経営者を兼ねる資本家 (＝オーナー経営者) は大

企業では稀少となった14)｡ 会社は出資者である株

主の所有になるものであり, 所有権は客体に対す

る絶対的・排他的な支配権であるので, 株主こそ

会社の最終的な支配権を有する｡ 経営権は所有権

ではなく, 資産の使用・収益権に他ならず, 所有

権から派生した下位の債権である｡ 株主から経営

者が任期の間だけ委託され, 預かっている権限で

ある｡ 経済理論ではこのように, ある行為主体が

自らの利益のための労務の実施を他の行為主体に

委任する関係を, プリンシパル・エージェント 

(依頼人・代理人) 関係という｡ よって社長や取締

役等の経営者の任命権・解任権は, 所有者である

株主が持ち, その任命および解任は最高議決機関

である株主総会において過半数の議決をもって決定

する15)｡ 経営者の任命権・解任権は経営者にはない｡ 

会社法第341条においては, 役員 (取締役・会計参

与・監査役) 選任・解任の決議については, 定足数

は ｢議決権を行使することができる株主の議決権の

過半数を有する株主が出席｣, 決議要件は ｢出席し

た当該株主の議決権の過半数｣ と定めている｡ 

エージェントである経営者は, 株主に対して情

報優位の立場にあり, それを利用して依頼主であ

る株主の利益に反するようなことをする危険性も
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ある｡ それがエージェンシー・スラックであり, 

それを防止する監視コストなどをエージェンシー

費用という｡ バーリ＝ミーンズ (1932) はすでに

その可能性も指摘していた｡ 所有からの経営の分

離により経営者が強大な権力を保持するに至り, 

ときには企業の横暴とか不正を招来させたが, 彼

らはその原因として経営者による企業支配を指摘

した｡ また大規模な企業においては, 出資者であ

る株主の多くは会社経営の意思も能力もなく, 自

ら直接に経営をすることは次第になくなり, 経営

者に委託したため, 所有者の意思を離れて暴走す

る危険性も生じうることになった｡ そこでエージ

ェンシー・スラックを防止するガバナンスの仕組

みが必要となる｡ 

 

 6 大企業集団の安定保有状況 

 
(資料) ニッセイ基礎研究所 (1997) より引用｡ 

 

 

市場全体の安定保有比率と持合比率 

 
(資料) ニッセイ基礎研究所 (2003) より引用｡ 
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さて企業集団で雇われ経営者が経営権を維持す

る場合でも, 系列企業間の株式持ち合い等により

所有権の実効支配が行われていることが必要であ

る｡  資本自由化の過程でとりわけ外資による

M&A を防止するため, 日本の代表的な企業集団

はメインバンクを中心として株式の相互持ち合い

を強め, 安定株主工作を進めた結果, 1980年代後

半から1990年代後半にかけて発行済み株式総額の 

5 割以上 6 割近くを占めた16)｡ そうした株式の実

効支配を背景として, 株主総会においては当該企

業の役員が提案する役員人事案, 決算, 予算など

重要提案事項は, グループ企業の賛成多数でその

まま承認・議決されて, ｢シャンシャン総会｣ など

と揶揄された17)｡ これをもって ｢経営者支配｣ が

行われてきたという説が流布しているが, これは

バーリ＝ミーンズ (1932) の定義から見ても誤解

といえる18)｡ 株式持ち合いを通じて文字通り過半

数を超える株式所有の実効支配が行われてきたか

らこそ, ｢所有者支配｣ が貫徹していたといえる｡ 

しかし1990年平成バブルの崩壊以降, 株価の長

期的な低落トレンドが2003年まで13年間に亘って

続く中で, 1992年からは BIS の自己資本比率規制

が実施され, 株式の含み益・含み損に依存する経

営が危ういことが認識され, 2001年からは銀行等

株式保有制限法が施行されて, 株式持ち合い比率

は急激に低下し, メインバンク制も急速に崩れつ

つある｡ 上場企業の金融機関と事業法人による広

義の株式持合比率は, 1986年度末の約64.3％から

2002年度末には約39.2％まで落ちてきたので19), 

所有権の実効支配は困難となりつつある｡ すると

他企業による吸収・合併の圧力に晒される事態を

招来する｡ 会社法では, 株式会社の発行済み株式

の過半数を獲得すれば経営権を獲得でき,  3 分の 2 

以上を獲得すれば単独で重要事項を議決できると

規定されている｡ よって M&A (吸収・合併) など

により会社の過半数の株式を所有すれば, 経営権

や経営者任命権を獲得できる｡ 従来のように自ら

の企業集団だけを向いた経営は最早できず, アメ

リカ型の一般株主を向いた企業価値の成長を目指

した経営に転換して行かざるを得ない｡ また近年

では年金基金のような機関投資家による株式保有

の割合が増えてくると, 企業価値の長期的な安定

成長を強く求めて経営介入をすることもあり, そ

れに反する経営をした場合には, 経営者を解任に

追い込むケースも出てきている20)｡ したがって企

業価値の長期的な安定成長を求める機関投資家株

主の意向を無視して経営をすることは, 困難にな

ってきている｡ 

近年のアメリカではエンロンやワールドコムな

どの会計不祥事が続発したことを契機に, 2002年

には企業改革法が成立し, 経営の規律付けをする

コーポレート・ガバナンスが強化されることにな

った｡ また日本でもバブル崩壊の過程で山一證券, 

日本長期信用銀行, 日本債券信用銀行などの粉飾

決算による会計不祥事が多発したことを背景とし

て, 2003年には改正商法が施行された｡ 2005年に

商法第 2 編は会社法として独立施行され, アメリ

カ型の ｢委員会設置会社｣ が新設され, それを利

用したガバナンス改革や従来からの監査役制度を

強化した形でのガバナンス改革に取り組む企業が

増えつつある｡ 

企業の大規模化に伴い, 取締役の人数も相当数

に増え, トップマネジメントの複雑化が進んだが21), 

指揮命令系統を簡略化し, 業務執行体制を整備し, 

かつガバナンスを強化する一つの組織改革として, 

2003年の改正商法では ｢委員会設置会社｣ と ｢執

行役制度｣ が創設された｡ ソニーは経営企画・立

案と業務執行を分離する方向で, すでに1997年か

らアメリカ型の ｢執行役員制｣ を導入し, 1998年

には ｢報酬委員会｣ と ｢指名委員会｣ を設置した｡ 

法的裏付けはなかったが, 一部の大企業に普及し

た｡ この ｢執行役員｣ (CEO, CFOなど) は代表権

を持つ役員ではなく, 取締役により任命され, 取

締役に対して責任を持つ部下＝会社使用人に過ぎ

ないので, 任免に際して株主総会での過半数の議

決は必要とせず, 株主総会に対して責任を取るの

は, それを任命した取締役である｡ 2003年の改正

商法では, ｢委員会設置会社｣ へ移行した商法特

例法上の大会社・みなし大会社において法的に認

められる ｢業務執行を行う役員｣ として ｢執行

役｣ を定めたので, 従来から慣例としてあった 

｢執行役員｣ とは異なる｡ ｢委員会設置会社｣ では, 

取締役の選任決議案は, 取締役会ではなく指名委

員会が決定し, それを株主総会で議決する｡ ｢指

名委員会は, 株主総会に提出する取締役 (会計参

与設置会社にあっては, 取締役及び会計参与) の 
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6  私学法改正と大学の経営・ガバナンス (下) 

委員会設置会社数の推移 

 
※監査役設置会社に再移行した会社は除く｡ 

(資料) 内閣府資料より引用｡ 

 

選任及び解任に関する議案の内容を決定する｣ 

(会社法404条)｡ しかし ｢執行役｣ は, 逆に指名委

員会ではなく取締役会の決定に基づいて任命・解

任され, 任期は 1 年である｡ ｢委員会設置会社に

は, 一人又は二人以上の執行役を置かなければな

らない｡ 2 執行役は, 取締役会の決議によって

選任する｣ (会社法第402条)｡ ソニーは2003年に

すでにこの新制度へ移行し, この制度を採用する

会社数は次第に増えつつあるが, 日本の経営風土

に馴染むかどうかはまだ時間が必要である｡ 

民間企業におけるこうした組織改革やガバナン

ス改革と照応して, 2004年の国立大学法人法や私

立学校法改正を契機に, 大学にもガバナンス改革

の流れが起こっている｡ 国立大学法人に資本金を

出資するのは国であり, よって所有者は国である

が, オーナー経営者に相当する主体はなく, 法人

経営と学校経営を統括的に委託された学長＝法人

の長は, 学長選挙の結果を重視して最終的に学長

選考会議で選任し, 国が任命する｡ 従来の国立大

学では学校経営権は確かに学長に委託されていた

が, 法人経営に相当する部分がなく, 国の文教政

策に依存するところが多かったので, 本来の意味

での ｢経営｣ は明確に意識されてこなかった｡ し

かし国立大学法人への移行後は, 少なくとも形式

的には所有と経営の分離が完全に確立したといえ

る｡ 

学校法人に基本金 (＝企業会計の資本金) を出

資するのは, 財団または授業料収入を稼得する学

校の構成員であり, 彼らがその実質的な所有者と

なる｡ 私学法では学校法人の所有者を法的に定め

てはいないが, ｢解散の場合の残余財産を, 寄附

行為の定めるところにより, その帰属すべき者に

帰属する｣ (私学法第51条) と規定しているので, 

寄附行為により所有権の帰属を定めることができ

る｡ 

同族経営系や宗教系の私学では, 財団またはそ

の所有者が基本金出資の過半を占め, 所有権と経

営権とを統括しているケースが多い｡ 所有権は絶

対的・排他的な支配権であるから, 経営者任命権

も有する｡ オーナー自らが理事長も学長も兼務す

る場合は, オーナー経営者 (＝嘗ての資本家) で

あり, 理事長は自ら務めるが学長は部下を任命す

る場合と, 理事長も学長も部下を任命する場合に

は, 所有と経営の分離が行われる｡ 

これに対して慶応, 早稲田, 法政のような, 120

年を超える歴史の中で授業料収入を主たる資産源

泉としてきた私学は, 授業料収入を稼得する教職

員 (役員を含む) や寄付に貢献した教職員・校

友・寄付者等による共同体的所有であるので, 経

営者はそうした実質的な所有者による議決によっ

て選任するのが, 組織の基本原則である｡ これら

の私学においては, 法人経営を総理する理事長と

学校経営を統督する学長とを ｢総長｣ とか ｢塾

長｣ という名称で一体化し, 関係する実質的な所

有者である教職員や評議員の議決＝すなわち総長 

(塾長) 選挙によって選出している｡ 国立大学法

人が採用した学長＝法人の長の選任手続きは, こ

うした手続きに類似している｡ またこうした議決
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＝総長 (塾長) 選挙は, まさに株式会社における

株主総会での役員議決に相当するといえる｡ 

また授業料収入を主たる資産源泉とした共同体

的な所有の私学でも, 学長は教職員の選挙によっ

て選出するが, 理事長は選挙によらず, 利害関係

者の代表からなる選考委員会で選考する場合もあ

る｡ 選考委員会の委員が教育・研究のための学校

資産の過半を出資していれば, その健全で有効な

運営に大きな関心を持つはずであるが, 僅かしか

出資していない場合には, 別の関心事からの判断

により, 教育・研究のための学校資産の健全で有

効な運営にとって障害となることもあり得る｡ ま

た実質的な所有者の総意を反映した選挙で選出さ

れた学長と, 選考委員会だけで選出された理事長

が, 意見不一致の場合には, 円滑な大学経営に支

障を来す場合もあり得る｡ ただしこの仕組みのメ

リットとしては, 理事長かまたは学長が対立して

別方向へ走った場合に, 両者の牽制作用により過

度のブレを防ぐ機能は持ちうる｡ 

9 . 企業のガバナンスと学校のガバナンス 

近年のアメリカや日本では企業の会計不祥事を

背景に, 経営の規律付けを求めるコーポレート・

ガバナンス (governance) を強化する流れが起こ

り, 経営 (management) とは別の区別された問題

と認識されて, 企業金融論や経営学などいろいろ

な分野で専門的に議論されてきた｡ 経営は取締役

や最高執行役員 CEO などの経営者が行うが, 株

主, 監査役, 労働組合, 銀行, 消費者など企業内

外のシェアホルダー (株式所有者) やステークホ

ルダー (利害関係者) が相互牽制により ｢経営の

規律付け｣ をすることをガバナンスという｡ 統治

ないし協治と訳す｡ 政治学では最近ではガバメン

ト (government＝統治) と区別し, ガバナンスを

協治と訳す傾向がある22)｡ 

大学においても, その運営・経営を効率化・透

明化すること, および教育・研究水準を高めるこ

とを目的として, 2004年には国立大学法人化が行

われた｡ 

私学では一部に不正経理事件や設置申請に絡む

不適切事例が発生し, 学校法人制度を改善する必

要性が社会的にも強く認識され, 学校法人制度改

善小委員会の2003年の報告では, 私学経営の責任

を明確化・透明化するとともに, 経営の規律付け

すなわちガバナンスの強化により, 不正や不適切

を防止することを求めた｡ 2004年に改正された私

学法では, 第一の狙いとして経営の透明化・明確

化を, 第二の狙いとして相互チェックによるガバ

ナンスの強化を目指した｡ 

利潤最大化を追求する営利法人では, 経営者の

失敗により業績不振や赤字が続く場合には, それ

が株価にすぐ反映し, 取締役会, 監査役, 労働組

合など企業内部から経営者への批判や退陣要求が

出る｡ こうした内部からの経営の規律付けを内部

的コーポレート・ガバナンスという｡ 取締役会は

取締役による経営を監視するが, 会社法で規定さ

れた社外取締役を導入することにより, 株主に代

わって経営者を監視できるので, ガバナンス機能

を高めることができる｡ しかし経営者が意に適っ

た人だけを社外取締役に選任すれば, その機能は

期待されない｡ 業務監査や会計監査を行う監査役

についても, 社外監査役を導入することはできる

が, それも同様のことがいえる｡ 

また会社の最高意思決定機関である株主総会で

は責任追及が行われ, 過半数の議決による承認が

得られなければ, 経営者は解任される｡ 近年では

年金ファンドや信託基金などの機関投資家が長期

の安定運用を求めて, 株式の大量取得をする傾向

が増えており, 資産価値保全のために ｢ものいう

株主｣ として活動する傾向にある｡ 銀行は企業に

融資をしているので, 債権者としての立場から債

務を返済できるような経営改善を求める｡ また株

式持合いに基づく出資者としての立場からは, 役

員派遣などの役員人事や経営内容への介入を行う

ことがある｡ 市場や監督官庁からも監視が効くが, 

こうした会社外部からの経営の規律付けを外部的

コーポレート・ガバナンスという｡ 

内部的および外部的なガバナンスが恒常的に働

く結果, 経営者は責任を取って軌道修正を迫られ

たり, また退任せざるを得なくなる場合もある｡ 

これに対して非営利法人の大学では, 利潤原理

は働かず, 理事長や学長など経営者の失敗により

業績不振や赤字が続く場合でも, そうした経営・

財務状態を敏感に反映する株価のようなバロメー

ターがないので, 理事会, 監事, 評議員会, 教授
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8  私学法改正と大学の経営・ガバナンス (下) 

会など大学の内部からの批判が出にくく, 内部的

なガバナンスが作用しにくい｡ 銀行など債権者か

ら経営改善を求められることもなく, 文科省の監

督も文教的基準が主で財務内容の細部チェックに

まで至らない｡ 公認会計士監査, 第三者評価委員

会, 大学基準協会の認証評価はあるが, チェック

作用は強くはなく, 経営者を交代させるほど強力

ではない｡ よって外部的なガバナンスは十分には

働きにくい｡ その結果経営責任の追求は曖昧で, 

経営者が退任を迫られることも少ない｡ 

学校法人では, 会社の株主総会に相当する所有

者による意思決定機関は, 明確には定められてい

ないが, 財団出資型大学の場合は財団等の主体に

よる議決権行使が, また授業料依存型大学の場合

は授業料を稼得した教職員の選挙による議決権行

使が有効である｡ 財団出資型大学の場合, 設立時

は財団出資に依存したといても, それ以降の基本

金組入が主として授業料収入に依存して行われる

ケースでは, 授業料を稼得する学校の構成員＝教

職員の意向を選挙という形で反映させることが望

ましい｡ ハーバード大学やスタンフォード大学な

どアメリカの研究型大学のように, 設立時以降で

も授業料収入は全体の10％台に過ぎず, 収入の過

半が財団側の活動による場合には, 財団による議

決権行使が正当化される｡ そうした典型的な財団

出資型大学を除けば, 内部的・外部的なガバナン

スが働きにくい学校法人であればこそ, 教職員に

よる学長や理事長や理事の定期的選挙制度を活用

して, 経営の健全性を 3 ～ 4 年に一度定期的にチ

ェックするガバナンスの仕組みが必要とされ, 実

際にそれが機能してきた｡ 過去に不祥事を起こし

たり破綻に追い込まれた大学の多くは, こうした

選挙制度がないか, それが有効に機能しない組織

であったケースが多い｡ 会社では役員の選任・解

任など重要事項については, 毎年必ず所有者の最

高意思決定機関である株主総会の過半数の議決に

より了承されなければならない｡ こうしたガバナ

ンスの仕組みは, 経営組織の基本原則ともいえる｡ 

学校法人においても役員の選任・解任など重要事

項については, 実質的な所有者による過半数の議

決により了承されることが規範的な基準となり得

る｡ 

教育・研究という公共性をもつ目的にとって, 

学校も学校法人もその手段であり, 学校経営も法

人経営も分裂的にではなく統合的に行われる必要

があり, 学長や理事長などの経営者は教育・研究

を十分に理解できる優れた人材が選任されること

が望ましい｡ 清成 (2006b) によれば ｢法人経営

が誤った方向に向かえば破綻しかねない｡ 教学部

門が法人経営に無関心であることは許されない｡ 

教学部門から優れた法人経営者が登場することこ

そ望ましい｣｡ 国立大学法人では, 少子化時代の

厳しい競争を生き抜くために, 教学部門の長であ

る学長が法人部門の長＝法人経営者を兼務すると

いう形態を採用し, 多くの国立大学法人では教員

による学長選挙の結果を踏まえて, 学長選考委員

会で学長を決定する仕組みになっている｡ 推薦委

員会方式を併用すると否とに拘わらず, 教職員な

ど実質的な所有者による選挙制度を活用して, 教

学部門から優れた学長・理事長等の役員を選出し, 

法人経営が誤った方向へ向かって破綻しないよう

に, 定期的選挙によりチェックするガバナンス・

システムこそ, 公共性をもつ教育・研究を目的と

する学校法人にとっては規範的な基準となり得

る｡ 

〔注〕 

12)  法人組織と教学組織の調和について論究したもの

に, 草原 (2006) がある｡ 

13)  近代株式会社以前の会社における所有と経営の分

離について , アダム・スミス  (大内・松川訳 , 

pp.1075-76) は次のように捉えていた｡ ｢会社の取締

役たちは, 自分自身の貨幣というよりも, むしろ他

の人々の貨幣の管理者なのである｣｡ 

14)  植竹 (1999) は, 株式会社の優れた機能として, 資

本集中機能の他に支配の維持・集中機能を上げてい

る｡ 

15)  こうした英米法系のシステムに対して, ドイツで

は労資による共同決定制度を採用している｡ 企業の

統治主体は株主＝資本提供者と従業員の双方であり, 

労資同数の委員からなる監査役会が企業の最高意思

決定機関であり, その決定に従って, またその監視

の下で, 委託された執行経営層が経営を行う｡ しか

し監査役会で意見対立が生じた場合は, 株主＝資本

側の意見が通る仕組みになっているので, 基本的に
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は所有者支配のもとで所有と経営の分離が進んでい

ると見ることができる｡ 植竹 (1999, pp.12-14) を参

照｡ 

16)  株式持合の狭義の定義は,  2 社間で相互に相手方

株式を保有することであるが, 株式持合の広義の定

義としては, それに金融機関の株式保有と事業法人

による金融機関の株式保有を加算したものをいう｡ 

ニッセイ基礎研究所 (1997) による1987-96年の実証

分析によれば,  6 大企業集団では 5 割以上 6 割近くで

あり, 全体の平均では 4 割以上であった｡ 

17)  内海 (2004, p.34) は, ｢持ち合いがあったからこ

そまかり通った ｢シャンシャン総会｣ といえます｣ 

と指摘し, 本稿と同じ理解を示している｡ 

18)  バーリ＝ミーンズ (1932) は, ｢支配｣ を取締役会

または過半数の取締役を選出する実質的権限と定義

し, 次の 5 つの分類をした｡ ①ほぼ完全な所有権に

よる支配 (80％以上の議決権), ②過半数の持株によ

る支配 (50～80％の議決権), ③法律的方法による支

配 (無議決権株, 議決権信託の組織化などの法律的

手段による支配), ④少数持株支配 (50～20％の議決

権であるが, 何らかの方法により50％以上の議決権

を行使しうる支配), ⑤経営者支配 (20％未満, 株式

分散により支配するに十分な株式所有をする個人や

集団が存在せず, 現経営者が実質的に支配する形態)｡ よ

って株式持合により企業集団で過半数の株式所有を

するケースは, 経営者支配に該当しない｡ 鈴木 (1999) 

はバーリ＝ミーンズ (1932) やラーナー (1970) など

の研究を踏まえて株式分散化と所有者支配・経営者

支配の関係を論究している｡ 

19)  全国証券取引所調査による｡ 

20)  アメリカ最大の年金基金であるカルパース (Calpers : 

カリフォルニア州職員年金基金) などにより, 1990

年代初めに GM, IBM, コダック, ウェスチングハウ

スなどの大企業の最高執行役員 (CEO) が解任され

た｡ 植竹 (1999, p.9) を参照｡ また機関投資家の株

式保有比率の増大がガバナンス構造に与える影響に

ついては, 瀬川 (1999) を参照｡ 

21)  細井 (1999) はトップマネジメント組織とその機

能の改革について, コーポレート・ガバナンス強化

の観点から論究している｡ 

22)  明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科の HP

によれば, ｢これまでの ｢ガバメント｣ に代わり, 最

近では ｢ガバナンス｣ という言葉が多用されるよう

になりましたが , これは政府や自治体が企業・

NPO・住民と肩を並べ, 協働しながら社会を運営す

る ｢協治｣ の時代に入ったことを意味します｡｣ 
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